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交　付　先 □　団体 市立高等学校の生徒 区分 その他の補助金

       補助金調書

補助金名 市立高等学校体育大会出場補助金 担当課
（連絡先）

教育委員会教育支援部学務支援課
（ＴＥＬ092-711-4636）

交付先決定方法 　　□　公募
（公募の場合）

公募時期
通年

（公募の場合）
応募要件

　市立高等学校の生徒（市立特別支援学校高等部の生徒を含む）が福岡県外で開催さ
れる体育大会に出場すること

（非公募の場合）
非公募の理由

補助開始年度 昭和58 年度 経過年数 32 年度

補助金の目的
及び

補助対象事業

【目的】
　市立高等学校の生徒（市立特別支援学校高等部の生徒を含む）が福岡県外で開催さ
れる体育大会に出場する場合に,その経費の一部を補助し，市立高等学校の体育教育
の振興を図るもの。
【対象事業】
　福岡県外で開催される、高等学校体育連盟及び高等学校野球連盟が主催する全国
大会及び九州大会

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 0 回
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終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

　□　定額

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　○対象経費
　　大会出場にかかる交通費，大会参加料，宿泊費の一部
　○算定方法・考え方
　　出場生徒数×開催地により定められた金額（以下のとおり）
　　北海道，青森，岩手，秋田，山形：30,000円
　　宮城，福島，新潟，沖縄：20,000円
　　茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，神奈川，山梨：16,000円
　　富山，石川，福井，長野，静岡，愛知，三重：14,000円
　　岐阜，滋賀，京都，大阪，兵庫，奈良，和歌山，鳥取，岡山，徳島，香川，高知：12,000円
　　島根，広島，愛媛，宮崎，鹿児島：10,000円
　　山口，佐賀，熊本，大分，長崎：6,000円

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

400 462 584

前年度補助事業
の主な実施概要

・全九州高等学校体操競技・新体操大会出場
・全国高等学校陸上競技対校選手権大会出場
・全国高等学校総合体育大会水泳競技大会出場
・全九州高等学校選手権新人水泳競技大会出場
・全九州高等学校新人陸上競技大会出場
・九州高校新人ｿﾌﾄﾃﾆｽ競技大会出場
・九州高等学校選抜剣道大会出場
・全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会出場
・九州高等学校10人制ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ大会出場

補助金交付
による効果

　福岡県以外の地で開催される部活動全国大会、九州大会へ出場する際の経費の一部を補助
し、生徒（保護者）の経済的負担を軽減することにより、部活動の振興が図られている。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

当該年度 前年度 前々年度 前々々年度

9 7


